災害マニュアル【風水害対策編】
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はじめに

　本マニュアルは，平成２８年８月３１日に岩手県にあるグループホームが受けた台風による甚大な風水害について，厚生労働省老健局が出した通知を基に編集したものです。

また，風水害のチェックシートは「土砂災害（河川の氾濫）対応マニュアル（平成２８年９月神戸市老人福祉施設連盟災害対策委員会）」「高齢者施設における防災計画作成指針」（平成２５年１月石川県健康福祉部）を参考に編集しました。

風水害のリスクは，施設の立地条件により大幅に異なります。また地域連携，行政対応等，施設の構造によっても被害は大きく異なりますが，準備，発生時の体制整備，発生後の対応等の基本対応等については，本マニュアルを参考に各事業所に合わせ改編していただきたいと思います。
【資料】
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　介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について
８月３１日に，岩手県下閉伊郡岩泉町の認知症高齢者グループホームにおいて，台風第１０号に伴う暴風及び豪雨による災害発生により多数の利用者が亡くなるという痛ましい被害がありました。
介護保険施設等は，自力避難困難な方も多く利用されていることから，介護保険施設等においては，利用者の安全を確保するため，水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。
これまでも「介護保険施設等における防災対策の強化について」（平成24 年４月20 日老総発0420 第１号，老高発0420 第１号，老振発0420 第１号，老老発0420 第１号）等のほか，今回の被害を踏まえ発出した「社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について」（平成28 年９月１日雇児総発0901 第３号，社援基発0901 第１号，障障発0901 第１号，老高発0901 第１号）の各通知及び関係法令に基づき，介護保険施設等の非常災害対策に万全を期するよう，指導を行っていただいているところですが，今回の被害の状況を踏まえて特に留意すべき事項を下記のとおりまとめましたので，管内市町村及び貴管下介護保険施設等へ周知いただくとともに，都道府県，市町村におかれては，水害・土砂災害を含む非常災害時の計画の策定状況，避難訓練の実施状況（実施時期等）に関し，指導・助言いただき，その結果について点検いただくようお願いいたします。
また，下記３に記載しているとおり，非常災害対策計画の策定状況や避難訓練の実施状況については，別紙項目について年末時点の状況を調査する予定ですので，ご承知おきください。なお，下記１，２に記載する留意点については，下記３に記載する調査対象施設に加えて，通所系サービスも含めて対応いただく事項となりますので，都道府県におかれては，併せて管内市町村に対し，その旨の周知をお願いします。
なお，本通知につきましては，内閣府や消防庁等関係省庁及び省内関係部局と協議済みであることを申し添えます。
記
１．情報の把握及び避難の判断について
介護保険施設等の管理者を含む職員は，日頃から，気象情報等の公的機関による情報把握に努めるとともに，市町村が発令する「避難準備情報」，「避難勧告」等の情報については，確実に把握し，利用者の安全を確保するための行動をとるようにすること。
このため，災害時に市町村が発令する「避難準備情報」等を介護保険施設等が入手する方法について，停電等の場合も含め，予め所在市町村に確認すること。
また，「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成27年８月19日付内閣府策定）において，「避難準備情報」発令の段階で，災害時要配慮者は，避難の開始が求められることから，予め定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨，避難計画に定め，発令された際には適切に行動すること。「避難勧告」や「避難指示」においても，適切に行動すること。なお，これらの実施に当たっては，内閣府が作成した別添１「水害や土砂災害から命を守るために！～社会福祉施設など災害時要配慮者利用施設の管理者の皆様へ～」１）も参照すること。
特に，近年，「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから，過去の経験のみに頼ることなく，利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し，早め早めの対応を講じること。
「避難準備情報」等に基づき，職員に求められる行動に関しては，別添２「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について（周知依頼）」（平成28年９月２日付事務連絡（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課，社会・援護局福祉基盤課，社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課，老健局高齢者支援課）２）を参照願いたい。
２．非常災害対策計画の策定及び避難訓練について
介護保険施設等は，非常災害に関する具体的な計画（以下「非常災害対策計画」という。）を定めることとされているが，この計画では，火災に対処するための計画のみではなく，火災，水害・土砂災害，地震等に対処するための計画を定めることを想定しており，必ずしも災害ごとに別の計画として策定する必要はないが，水害・土砂災害，地震等地域の実情にも鑑みた災害にも対処できるものとすること。
非常災害対策計画に盛り込む項目としては，以下の例が考えられる。非常災害対策計画は，実際に災害が起こった際にも利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすること
が重要であり，別添の資料も参考としながら，各介護保険施設等の状況や地域の実情を踏まえた内容とすること。
【具体的な項目例】
・介護保険施設等の立地条件（地形　等）
・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等）
・災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体，家族，職員　等）
・避難を開始する時期，判断基準（「避難準備情報発令」時　等）
・避難場所（市町村が指定する避難場所，施設内の安全なスペース　等）
・避難経路（避難場所までのルート（複数），所要時間　等）
・避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす，徒歩等）　等）
・災害時の人員体制，指揮系統（災害時の参集方法，役割分担，避難に必要な職員数　等）
・関係機関との連携体制　等
また，非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに，関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有すること。
さらに，避難訓練を実施し，非常災害対策計画の内容を検証し，見直しを行うこと。その際には，夜間の時間帯にも実施するなど，混乱が想定される状況にも対応できるよう，訓練を実施すること。
非常災害対策計画の策定過程においても，災害に関する情報の入手方法や避難場所等必要な情報が施設内で共有されていない場合には，速やかに共有しながら，策定を進めること。
非常災害対策計画の策定に際しては，地域の関係者と連携及び協力することとし，特に，地域密着型サービスにおいては，「運営推進会議」等において，地域の関係者と課題や対応策を共有しておくこと。
上記に記載した留意事項は，今般の事案の課題を踏まえたものであるが，既に発出されている通知等も踏まえて介護保険施設等における非常災害対策を講じること。
非常災害対策計画策定の参考となる資料として別添３～５の資料３～５）を添付するので併せて参考とすること。
３．点検及び指導・助言について
都道府県及び市町村は，上記１，２に記載した留意事項を踏まえ，介護保険施設等における水害・土砂災害を含む非常災害対策計画の策定状況及び避難訓練の実施状況について点検し，水害・土砂災害を含む非常災害対策計画が策定されていない場合，策定されているが項目等が不十分である場合については，速やかに改善し，遅くとも年内までに改善されるよう，指導・助言を行うこと。
また，避難訓練についても水害・土砂災害を含む避難訓練を実施できていない場合には，速やかに実施し，遅くとも避難訓練実施の予定を年内までに立てるように指導・助言を行うこと。（以下略）
※別添資料については，巻末文献の１～５）を参照

第1章 非常災害対策における調査項目

１．非常災害対策計画
①水害・土砂災害を含む非常災害対策が策定されているか。
②①で策定されている非常災害対策計画に以下の項目がそれぞれ含まれているか。
・介護保険施設等の立地条件
・災害に関する情報の入手方法
・災害時の連絡先及び通信手段の確認
・避難を開始する時期，判断基準
・避難場所
・避難経路
・避難方法
・災害時の人員体制，指揮系統
・関係機関との連携体制
2． 避難訓練
①平成28年に水害・土砂災害の場合を含む避難訓練が実施されたか。
②されていない場合，実施予定時期はいつか。
３．対象施設
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設
・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム 
・有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。）
・認知症対応型共同生活介護 ・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護
・通所介護事業所の設備を利用した夜間及び深夜の通所介護以外のサービス（宿泊サービス）（認知症対応型通所介護を含む）
※上記項目は厚生労働省において調査する予定の項目を示したものであり，非常災害対策として上記項目のみを実施すれば足りるというものではない。
第２章　風水害対策
１．施設の安全化対策
風水害対策は，それぞれの施設において，施設の立地条件，入居者や一時利用者（以下「利用者」という。）の特性，発生時間などに応じた対策を講じることが必要となります。特に風水害に対しては，施設の立地条件等が大きく影響してきますので，次に掲げる項目について十分に検討のうえ，災害の発生を想定した安全策を講じてください。

（1）立地環境と災害予測
①起こりうる災害は，施設が立地している地盤や地形など立地環境から予測できる場合があります。県や市町村で作成している「地域防災計画」や「各種防災マップ」などでは，地震（津波），風水害（河川等はん濫，土石流，がけ崩れ，地すべりなど）の区分ごとに，河川はん濫・津波の浸水想定区域図，土砂災害危険箇所や土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域，また，災害履歴などを掲載しているところもあります。それらの情報は，施設の災害予測に役立ちますので事前に確認しておきましょう。
なお，土砂災害危険箇所については，各市区町村のハザードマップで確認できます。

②施設が土砂災害警戒区域に指定されると，市町村が施設への土砂災害に関する情報，予報及び警報の伝達方法を定めたり，「土砂災害ハザードマップ」を作成したりします。「土砂災害ハザードマップ」には，土砂災害（特別）警戒区域の範囲，土砂災害の発生原因となる自然現象の種類，避難場所等が記載されており，施設の災害予測や迅速な避難行動に役立ちますので確認しておきましょう。

③地下室は，「地上の冠水で一気に水が流れ込む。」「浸水で，電灯が消え，暗闇となる。」「外の様子が見えない。」「水圧でドアが開かなくなる。」など危険な場所であることを認識しておきましょう。

（2）防災設備等の点検，確認
①情報伝達設備の機能強化
施設内の一斉放送システムなどの情報伝達設備の点検や機能強化をしておきましょう。
②電気・水道・ガスの代替手段の確立
災害時のために飲料水貯水槽兼用受水槽や自家発電装置の設置を検討しましょう。
③排水対策・防水対策等の実施・点検
排水溝などの泥，落ち葉を除くなど，排水点検を行うとともに，屋根瓦，雨戸，防止シートなどの点検をし，必要な補修をしておきましょう。
④備品等の転倒防止
廊下，食堂，ホールなどには転倒して避難の妨げとなる不必要な備品等はおかないようにしましょう。書棚，ロッカー等は床，壁に金具などで固定しましょう。
２．その他の対策
避難地や避難方法の確認等や，必需品の備蓄，地震発生時の初動体制の確立，地域社会との連携づくり，市町村など関係機関との連絡方法の確認，防災教育などについては，火災や地震対策に併せて対策を立ててください。

水害対策用品として施設ではブルーシート，止水板，簡易土嚢，車止めポール，誘導棒，タオルケット，軍手，長靴，雨合羽等準備しておくと良いでしょう。また，各市区町村の土嚢を提供する場所と連絡先を把握しておく必要があります。
（1）避難方法等の確認
①避難地の確保
各施設があらかじめ協力する社会福祉施設等を避難先として複数確保しておきましょう。
地域の施設病院等の連携協定が結ばれていることが多いため，避難地の施設，病院はどこか把握しておきましょう。また，市町村が指定した避難施設がどこか確認しておきましょう。
②輸送車両の確保
徒歩での避難が困難な利用者数から割り出される，施設車両・職員車両及び近隣地域住民等の協力車両で必要数を確保しておきましょう。必要数に満たない場合は，公的機関（市町村，警察，消防）にその旨を説明し，協力が得られるようにしておきましょう。
③避難施設の適正
避難施設は利用者の病状等を考慮して決定しましょう。
④避難方法の周知
入所者ごとに避難する方法（徒歩，車いす，ストレッチャー等）を色分け等により，職員が認識できるようにしておくとともに，プラカード，ゼッケン等を準備しておきましょう。
⑤避難施設への避難の実現性
日中，夜間等の時間帯，気象状況をはじめ，避難時における職員数や利用者の状態，地域住民等の応援体制の状況に応じて，避難の実現性を判断しましょう。
また，想像以上の大規模な災害など，避難の実現性が低い場合を想定した対応も検討しておきましょう。
⑥安全な避難経路の確保
避難施設等への避難にあたっては，いくつかの安全な避難ルートを定め，避難地図を作成し，職員に周知しておきましょう。
なお，避難経路における危険区域はあらかじめ把握しておきましょう。
⑦避難に必要な時間
避難手段により，避難時間がどれだけかかるかあらかじめ計測し，職員に周知しておきましょう。
⑧持参する機材
あらかじめ準備しておいた災害用持ち出しセットや入居者の避難用持ち出し袋，特に，通常の避難所で準備することが困難な大人用紙おむつ，軟らかい食糧，常備薬は必需品となりますので，避難時には必ず持ち出すよう，職員に周知しておきましょう。
（2）家族等への引継基準の設定
施設長は，風水害による施設の水没などにより，施設が使用不能に陥った場合などのために，あらかじめ引継基準を定めるとともに，利用者を家族等へ引き継ぐことがあることを家族等に説明し，同意を求めておきましょう。
（3）地域住民とのネットワークの構築
①地域との交流
高齢者をはじめ，障害者やこどもなど（以下「高齢者等」という。）が安全に避難するためには，周辺の地域住民の協力や理解が不可欠となります。地域の行事への参加や定期的なバザーや見学会の開催など，日頃から積極的に地域との交流に努めましょう。
②地域防災訓練施設内の参加と災害時の協力要請
地域で実施する防災訓練に積極的に参加することなどにより，地域とのコミュニケーションを図るとともに，施設と地元の自主防災組織や町内会の間で，あらかじめ災害時に支援が得られるよう要請しておきましょう。
（4）防災訓練の実施
①施設内の防災訓練の実施
施設長は，防災計画を作成のうえ，消火，情報伝達，避難誘導などの決められた役割分担，任務に基づいて，定期的に施設内の防災訓練を実施しましょう。その際には，可能な限り，利用者の参加も促してください。
②防災教育の実施
災害の基礎知識，平常時の防災や災害時の役割等の防災教育を定期的に実施しましょう。
（5）その他の対策
①危険物の管理，確認
ガスの供給元栓の場所を確認しておきましょう。火気使用器具（ガスコンロ）等や可燃性危険物からの出火や延焼に対する予防策を検討しましょう。
②職員や施設内外との連絡体制の整備
いざという時に備えて，防災連絡網や緊急連絡先一覧表等を作成しましょう。また，緊急時に情報を伝える為の一斉メール配信システムを使用する等複数の連絡体制を確保する必要があります。
また，施設が風水害にあった時の連絡先として，施設や通所施設では，地域のブロック単位の団体を取りまとめる代表者を定めていることが多い為，都道府県の社会福祉協議会を通じての連絡と，地域協定を結んでいる施設，病院等への連絡体制も整備しておく必要があります。
施設外部と電話が通じない場合の緊急時の連絡方法を検討しましょう。水害時は停電及び電話設備等が故障となることが多いため，復旧までの間仮の連絡先を確保しておく必要があります。
（緊急連絡先例示）
都道府県社会福祉協議会，市区町村社会福祉協議会，都道府県福祉局等管轄部署，地域協定連携契約施設，民生委員・児童委員，町内会，ボランティア団体，家族，市町村担当課，消防，警察，協力医療機関，電気設備等保守管理業者等
（連絡方法例示）
メール，災害伝言ダイヤル，電話取次ぎ施設を決めておく
③職員の役割分担
災害時における職員の役割分担表を作成しましょう。
④食糧等の備蓄と厨房機能，洗濯機能停止時の対応
食糧の備蓄と緊急時に必要となる物資，機材のリストを作成し，非常用持ち出しセットを準備しておきましょう。入居者の避難持ち出し袋も準備しておきましょう。多くの施設は厨房設備は１階にあることが多く，水害時には機能停止する可能性が高いため，非常食等の調理方法，代替の業者の選定等，食事提供できる体制が複数必要となります。また，洗濯機，乾燥機が使用不能となる為，代替機能を委託する先を検討しておきましょう。
⑤利用者リストの準備
安否確認のため，利用者に関する情報を電子データ及び紙ベースで管理し，必要となった場合に，災害対策本部等に提供できるように準備しておきましょう。
⑥その他
鉢植え，物干しなど飛散するものは室内へ移動しておきましょう。また，台風時，大きな木の枝が折れるため，樹木の剪定をしておきましょう。また，落ち葉等も排水を詰まらせる原因となるため日頃より片づけておく必要があります。また，水害時は浮遊して流れてしまうものがあるため，日頃より整理し確認しておく必要があります。
施設はスプリンクラー等の火災時の設備や冷暖房，給湯設備等が浸水し機能停止することがあります。停止時の代替方法と消防署への連絡，業者への連絡等の準備しておく必要があります。
第３章　警報等発表時の対策
１．警報等発表時の指示体制の周知と情報伝達
（1）テレビ・ラジオ等からの情報入手
施設長は，テレビやラジオ，インターネットなどの最新の情報に注意し，必要な職員の参集を求めます。また，地域の防災放送にも注意し，更に局地的集中豪雨による水害も近年多くあるため，地域ごとの情報収集方法や伝達方法を検討しておきます。
（2）市町村担当課や防災関係機関との連携
市町村担当課や防災関係機関と連絡を取り，必要な備えを行いましょう。

また，地域社会福祉協議会には防災ボランティアを設置しているところも多く，広域災害時には市区町村が甚大な被害箇所に対応し個々の対応が出来ないこともあります。その際，民間ボランティアと連携することが重要となるため，連絡先を備えておくと良いでしょう。
※雨の強さと降り方（※気象庁ホームページより）
	1 時間雨量
（mm）
	予報用語
	人の受ける
イメージ
	災害発生状況

	10 以上～
20 未満
	やや強い雨
	ザーザーと降る。
	この程度の雨でも長く続く時は注意
が必要。

	20 以上～
30 未満
	強い雨
	どしゃ降り。
	側溝や下水，小さな川があふれ，小規模の崖崩れが始まる。

	30 以上～
50 未満
	激しい雨
	バケツをひっくり返したように
降る。
	山崩れ･崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要。
都市では下水管から雨水があふれる。

	50 以上～
80 未満
	非常に激
しい雨
	滝のように降る
（ゴーゴーと降
り続く）。
	都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。マンホールから水が噴出する。土石流が起こりやすい。多くの災害が発生する。

	80 以上～
	猛烈な雨
	息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ず
る。
	雨による大規模な災害の発生するおそれが強く，厳重な警戒が必要。


※風の強さと吹き方（※気象庁ホームページより）
	平均風速（m/s）
	予報用語
	人への影響
	屋外・樹木の様子

	10 以上～
15 未満
	やや強い風
	風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。
	樹木全体が揺れ始める。
電線が揺れ始める。

	15 以上～
20 未満
	強い風
	風に向って歩けない。
転倒する人も出る。
	電線が鳴り始める。
看板やトタン板が外れ始める。

	20 以上～
25 未満
	非常に
強い風
	何かにつかまっていないと立っていられない。
	細い木の幹が折れたり，根の張っていない木が倒れ始める。
看板が落下・飛散する。

	25 以上～
30 未満
	
	屋外での行動は極めて危険。
	

	30 以上～
35未満
	猛烈な風
	
	

	35以上～
40未満
	
	
	多くの樹木が倒れる。
電柱や街灯で倒れるものがある。

	40以上～
	
	
	


（3）指示体制の確認
情報を正しく施設職員に伝えるため，施設長，センター長に指示体制を一本化しましょう。また，施設長の不在時にも対応できるよう，あらかじめ代理者を決めておきましょう。
（4）職員，利用者への定期的な情報提供
定期的に情報を職員や利用者へ伝えることにより，施設内の不安を解消しましょう。
（5）冷静な行動指示
緊急避難の際には，利用者の身体状況に応じて，冷静な対応が取れるよう，あらかじめ決められた避難方法（車いす，ストレッチャー，徒歩）を確認しておきましょう。
（6）警戒体制
①気象警報に応じた警戒体制の準備…大雨警報，洪水警報，暴風警報，土砂災害警戒情報など
②河川はん濫や高潮時の高地や階上への避難
③台風等による豪雨時の土砂くずれ，河川はん濫などへの備え
④ガラス破損の時の布製ガムテープの準備
⑤浸水防止用木材（止水板等），金具，工具等の準備
⑥車両の安全な場所への移動
（7）警戒すべきこと
①局所的に発生する集中豪雨は，予測が困難で，注意報や警報等は急に発表されることがあります。常時，警報等の情報に気をつけましょう。
②土砂災害は一瞬にして起こります。土砂災害警戒情報に注意するとともに，斜面の状況にも注意を払い，普段とは異なる状況に気がついた場合には直ちに安全な場所に避難してください。特に，高齢者等は逃げ遅れる危険性が大きいので，早めの避難が大切です。
③危険な前ぶれ（前兆現象）を察知しましょう。
・ 川の水かさが急激に上昇する。　　・ 水が濁り，流木などが流れてくる。
・ がけから音がする。小石が落ちてくる。
・ 斜面にひび割れや変形がある。　　・ がけや斜面から水が噴出している。
・ がけからの水が濁っている。　　　・ 山がミシミシと音をたてる。
・ 雨が降り続いているのに川の水位が下がっている。（鉄砲水の前兆）
２．警報等発表時の役割分担別の準備
（1）消火活動の準備（暴風警報の場合）
①火元を点検し，ガスの閉栓や電熱器具を切るなど，不要な火気の使用を制限しましょう。
②火災の発生を防ぐため，その他危険物の保管，設置について緊急チェックしましょう。
（2）救護活動の準備
①必要な医薬品，衛生材料が備蓄されているかを点検しましょう。
②担架，車椅子，搬送用ゴムボートなど救護運搬用具が揃っているか確認しておくことが必要です。
③利用者の健康状態を確認し，各々に対応した救護活動を準備し，避難が必要になったときに備えることが重要です。
（3）緊急物資確保の準備
備蓄してある食糧や機材などを点検し，補充が必要なものは緊急時に備え確保するよう努めましょう。
（4）生活用品，書類，備品の保護
浸水などの恐れがある場合には，オムツ，備品，食料品，衣類，寝具などの生活用品や書類，備品を高い場所へ移動させておきましょう。特に局地的集中豪雨時には急激に多量の水が浸水しますので，優先順位を定めておく必要があります。
（5）避難誘導の準備
①利用者の避難方法，点呼などの安全確認方法，持出品，責任者など，現在いる職員での対応について確認しておきましょう。
②避難経路，避難方法について確認し，対応や手順について打ち合わせしておきましょう。
３．警報等発表時の安全対策の実施
（1）状況に応じた避難先選定
①施設内での待機
立地条件も良く風水害に遭わないと判断される場合には，施設内の安全な場所で待機しましょう。
②避難地の選定
市町村災害対策本部から避難指示がある場合や，施設長が，施設の立地条件により施設内に留まることが危険と判断した場合には，周囲の状況を確認し，事前に選定した避難地のどこへ避難するか判断してください。
（2）避難手段と避難経路の選択
①避難手段の準備
河川がはん濫した場合は，車での脱出は困難となることがあります。車での避難が必要となる可能性がある場合には，河川のはん濫前の避難を検討してください。
②避難経路の安全性確認
県や市町村の災害対策本部やテレビ，ラジオなどの報道からの情報に注意し，あらかじめ決めておいた安全な避難経路のうちから，どの経路で避難するか選択しておき，万一の場合に備えましょう。
③誘導方法の確認
施設の建物外に避難する必要があるときには，利用者の服装を検討し，防寒などの対応できるか確認しましょう。また，落下物から身を守るためのヘルメットの装着が必要かどうかも検討が必要です。
④避難名簿と安全確保
避難誘導は，利用者の氏名を名簿等で確認しながら行いましょう。また，悪条件（降雨が冷たい，視界が悪い，足元が悪い，雨音で声が届かない，風が強い等）の中での移動が予想されるため，その状況に応じ，自動車の利用や少人数での移動など，安全な誘導を心がける必要があります。
避難地に着いたら，直ちに点呼などにより名簿等と照合しましょう。利用者の避難誘導が安全確実に行われたかを確認し，施設長に報告しましょう。

⑤施設車両，職員通勤車両等の移動場所の確保
施設の立地条件によっては施設車両や職員の車両が水害に遭う可能性がありますので，車両をどこに一時移動するか定めておく必要があります。
（3）家族等への引継要否と連絡
①引継要否の判断
施設長は，被害予想に基づき，施設の立地条件，利用者の状態なども判断材料として，家族等への引き継ぎを決定することが必要です｡
②引取者等の記録
引取時の混雑から，人違いで他人へ利用者を引き渡すことがないよう，引き取りに来られた家族等に直接引き渡すとともに，引取者の氏名，住所，連絡先，引取年月日，時刻などの記録を必ず残しましょう。
③家族への連絡
災害時には利用者家族への施設等被害状況，利用者の避難場所等を迅速に連絡する必要があります。相談員を中心に複数の職員で連携し連絡をしましょう。
※避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求められる行動
	
	立ち退き避難が必要な住民等に求められる行動 

	避難準備情報 
	・（災害時）要配慮者は，立ち退き避難する。 

· 立ち退き避難の準備を整えるとともに，以後の防災気象情報，水位情報等に注意を払い，自発的に避難を開始することが望ましい（避難準備情報の段階から主要な指定緊急避難場所が開設され始める）。 
· 特に，他の水災害と比較して突発性が高く予測が困難な土砂災害については，避難準備が整い次第，土砂災害に対応した開設済みの指定緊急避難場所へ立ち退き避難することが強く望まれる。 

	避難勧告 
	・予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ立ち退き避難する（ただし，土砂災害や水位周知河川，小河川・下水道等（避難勧告発令の対象とした場合）による浸水については，突発性が高く精確な事前予測が困難であるため，指定緊急避難場所の開設を終える前に，避難勧告が発令される場合があることに留意が必要である）。 

· 小河川・下水道等（避難勧告発令の対象とした場合）による浸水については，危険な区域が地下空間や局所的に低い土地に限定されるため，地下空間利用者等は安全な区域に速やかに移動する。 

· 指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には，「緊急的な待避場所」（近隣のより安全な場所，より安全な建物等）への避難や，少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として，「屋内での安全確保措置」（屋内のより安全な場所への移動）をとる。 

	避難指示 
	・避難の準備や判断の遅れ等により，立ち退き避難を躊躇していた場合は，直ちに立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には，近隣のより安全な建物等への避難や，少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として，屋内でもより安全な場所へ移動する安全確保措置をとる。 

・津波災害から，立ち退き避難する。 


第４章　災害発生時の対策
１．災害発生時の特徴
（1）一瞬の出来事
土砂災害や河川はん濫は，瞬時に発生し，立地環境により局地的に甚大な被害をもたらします。
（2）外部との連絡途絶，孤立状態の継続
①電話等の不通による外部との連絡途絶や電気，水道，ガス等の供給が停止して施設の機能を麻痺させることがあります。
②復旧までに，相当の期間を要するだけでなく，一旦，被災すると，物資の移動や避難が著しく困難となることがあります。
（3）二次災害の発生
次のような二次災害が発生する可能性があるため，油断は禁物です。
・ 台風通過後の洪水，冠水，土砂災害，橋梁破損
・ 洪水の後の伝染病発生
・ 落雷後の火災，停電，感電死，家屋の破壊
２．災害発生時の対応策
（1）情報の収集と避難の開始
①施設長は，ラジオ・テレビ，市町村災害対策本部，警察，消防から正確な情報を入手したうえで，避難の必要性について適切な判断が求められます。
②過去の災害事例や気象警報，注意報等をもとに，高齢者等の利用者は，避難に十分な時間が必要であることを考慮して，早めの避難措置を講じることが重要です。
③市町村災害対策本部，消防署，警察などと連絡を密にし，避難準備情報があった場合には，避難体制を直ちに整え，施設長の判断のもと，早めに避難を開始しましょう。
（2）入所者等の避難誘導
①避難先と避難経路の選択
避難誘導にあたっては，避難先や避難経路の状況，周辺地域の被災状況，救助活動の状況など，周辺の様子をできるだけ正確に把握し，避難経路が確保され可能な間に，速やかに避難を開始しましょう。（洪水，土砂災害では，自動車での避難は困難となるので，注意が必要です。）
②避難を実施する場合の対応
施設長は避難時期を適切に判断することが求められます。避難を開始する場合は，すみやかに利用者に伝え，職員に対して安全に避難地まで誘導する手順を示すことが必要です。
ア）点呼
避難時は，逃げ遅れないようロープ等を利用して，無駄なく行動しましょう。なお避難時は，強風などによる断線した電線への注意が必要です。避難誘導の前後に全員の点呼を行い，安全に避難完了したことを施設長に伝えましょう。
イ）緊急連絡カード
避難所では，被災地区から多くの住民が集まっており，どこの施設からの避難者であることが分かるようゼッケン，緊急連絡カードの着用等を利用し，混乱を防止するように努めましょう。
ウ）協力医療機関等との連携
協力医療機関等との連絡を密にし，避難生活で体調を崩した利用者が出た場合は，必要な応急処置を行って，受け入れ可能な医療機関等へ入院等の協力を依頼しましょう。
エ）健康管理
避難生活の長期化に伴い，利用者のケア，施設職員の健康管理などが必要になります。スタッフと打ち合わせを行いながら，必要なケアを計画的に実施することが必要です。
③避難が不要な場合の対応
災害発生時は，施設自体が安全であっても，状況によっては周辺から孤立した状態となることも考えられます。限られたスタッフ，利用可能な設備や器具，備蓄している飲食品を最大限に利用し，施設職員が協力して利用者の安全確保にあたる体制が求められます。
ライフライン停止時は冷暖房装置が使えません。利用者の適切な体温維持のための対応や準備が必要となります。
④安全点検
使用を開始する前に，給水，電気などのライフラインや給食等の設備に支障がないかを点検が必要です。
また，施設内におけるガラスの破損，備品の転倒，タンクの水，油もれなどを点検し，必要な清掃を実施しましょう。

⑤災害ボランティアの受入れ
災害時には近隣施設，地域等が被災状況を把握し支援物資，人的支援を申し出てくれることがあります。この時支援してほしい作業内容，人数，テントやタオル，掃除用具等必要物品を具体的に伝えるようにしましょう。
（3）施設が使用不能となった場合
①家族等への引き継ぎ
利用者の家族等で被災を免れた方がいる場合，状況を説明し，速やかに家族等へ引き継ぎましょう。

②他の社会福祉施設等の要請
利用者の家族等も同時に被災した場合，他の社会福祉施設等に受入れを要請しましょう。

（4）必要な連絡
①市町村などの防災関係機関との連絡
利用者の安全の確保を第一に，必要な措置等を取った後に，被害の状況や必要な支援について，市町村などの防災関係機関とあらかじめ確認しておいた情報伝達手段により，連絡を取りましょう。
３．災害発生時における地域での役割
（1）地域での安心拠点
施設が使用できる場合は，社会福祉施設等の使命として，地域の安心拠点として救援活動を行うことが求められます。その際に考えられる，防災活動の優先順位は次のとおりです。
第一に，施設内利用者の救護と安全確保
第二に，地域の被災者への救援活動
第三に，市町村防災対策本部，警察，消防などからの支援要請への協力
（2）地域連携の重要性
①大きな災害後，２～３日間は，外部からの援助がほとんど困難な場合もあると考えられ，その際は，地域ぐるみで，人的・物的資源を総動員してしのがなければなりません。
②被災後施設が使用できる場合には，施設長（又は臨時の管理者）の指揮のもと，必要な救援活動を地域と連携してすみやかに実施するよう努めましょう。
・ 避難所の提供
・ 一時利用者の受入れ
・ 負傷者の手当，ケアの実施
③施設が地域に協力できることは多くあります。特に次のようなことは，地域から期待されているため，可能な限り対応してください。
・ 冬期における暖房具の確保
・ 入浴施設の開放
・ 送迎付き入浴サービス
・ 清拭の実施
・ 給食調理サービス
・ 消耗品の確保
・ 洗濯等の委託
・ 介護相談の実施
・ 高齢者世帯巡回訪問
・ 健康チェック，声かけ，不安解消 など
（3）日時経過による救援の役割分担の変化
日時の経過とともに，施設に求められる役割も変化します。地域における安心，安全の拠点として，可能な限り対応してください。
①被災当日
被災当日は，地域と連携して，被災者の居場所確保に協力してください。
②２日目以降
２日目以降は，備蓄した飲料水，食糧を被災者へも提供するなど，地域での災害対策に可能な限り協力してください。
③行政や他の施設からの要請への対応
市町村災害対策本部，消防，警察，他の社会福祉施設等から要請があった場合には，可能な限り地域の高齢者等を一時受入れしてください。

付録　風水害のチェックシート
事前に天気予報などをチェックすることで，被災を最小限に留めることができる災害があります。次のチェックシートを参考に，警報等の発表から状況変化の過程で，施設が行うべき対策をチェックし，対応できるようにしましょう。
	対 策 方 法

	〔警報等が発表された場合〕

	〔指示体制の周知と情報伝達〕
□ 情報の収集と防災対策のための職員参集

	□ 市町村担当課，防災関係機関との連絡及び防災準備

	□ 指示体制の一本化と職員への周知

	□ 利用者及び職員への定期的な情報提供（及び緊急避難時の冷静な行動指示）

	□ 初動体制の準備（避難方法の確認，警戒体制の準備）

	〔役割分担別の準備・確認〕
□ 火元の点検，危険物の保管・設置状況のチェック

	□ ライフラインや給食等の設備点検

	□ ガラスの破損，備品転倒，タンクの水，油漏れがないかの点検

	□ 医薬品，衛生材料備蓄，救護運搬用具の点検，利用者の健康状態の把握

	□ 備蓄食糧，機材の点検と不足物資の補充，生活用品の被災からの保護

	□ 利用者の避難方法，点呼等の仕方，避難経路と責任者の確認

	〔安全対策の実施〕
□ 状況別の避難先の選定（施設内，広域避難場所）

	□ 避難時の適切な服装（雨具，防寒具，ズック，長靴，ヘルメット等），移動手段準備

	□ 避難手段，避難経路，誘導方法，避難名簿の準備

	□ 被害予想に基づく家族等への引き継ぎの要否判断

	〔災害発生時の対応〕

	〔避難手段と経路選択〕
□ 正確な情報を入手し，施設の立地環境に基づく災害予測と避難の必要性を判断

	□ 施設入所者等が安全に避難できる時間を考慮し，早めの避難の必要性を判断

	□ 災害対策本部等からの避難準備指示や避難指示への対応

	〔避難誘導〕
□ 避難先と避難経路の選択

	□ 避難時，避難場所，避難生活での入所者の安全と健康管理への注意

	〔避難不要な場合〕
□ 備蓄食糧，利用可能な設備や器具を利用して利用者の安全確保を実施

	□ 負傷の状況に応じた応急措置と病院への移送

	〔安全点検の実施〕
□ 施設，設備の点検と清掃の実施

	〔施設が使用不能となった場合〕
□ 入所者の家族等への引継依頼

	□ 他の施設等に受入依頼

	〔必要な連絡の実施〕
□ 市町村など防災関係機関に状況を連絡

	□ 必要な支援について要請

	〔その他（各施設における対策）〕
□

	□
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